
 

道路運送法第７９条の６に規定する市町村運営有償運送 

（豊能町在宅高齢者等外出支援事業）の登録更新について 

 

 

 

１ 事業の目的・概要 

 

  本町では、自力で外出することが困難な高齢者や身体障害者、いわゆる「移動制約者」の医

療機関・公共施設・買い物等での外出の際の移動手段について、町内のタクシー、バス等の公

共交通機関がありますが、全地区をカバーできない点や、運行本数・路線の減少等十分な輸送

環境にないため、町が主体となった輸送サービスを提供する必要があります。 

 そのため平成 15 年度から外出が困難な高齢者及び身体障害者に対し、介護予防、健康づくり、

生きがいづくりを推進する観点から外出支援を行い、生活圏の拡大を図ることを目的に、会員制

で、住民相互扶助のもと、市町村運営有償運送を実施しています。平成 24年 5月までは「NPO

法人ワークインとよの」に、平成 30年 5月までは「ＮＰＯ法人のせ田里伊能」に、令和 2年 5月ま

では「シルバー人材センター」に、令和 2年 6月からは「NPO法人ヴィエントとよの」に運営業務の

委託を行い、運行協力員として登録した送迎ボランティアによって、送迎を希望する会員の外出

を支援しています。 

また、事業をより効果的に行うために、送迎ボランティアによる送迎のほか、町の委託を受けた

タクシー会社を利用することも可能としています。 

 

 

２ 利用対象者 

 

  町内に住所を有し、かつ、現に在宅で居住している者で次の各号のいずれかに該当する一般

の交通機関や自家用自動車での外出が困難な者。 

（１） 介護保険法に規定する要支援または要介護の認定を受けている者 

（２） 身体障害者手帳を有する重度の視覚障害者、脳性まひ者等全身性障害者、療育手帳を

有する重度の知的障害者または精神障害者保健福祉手帳の１級の交付を受けている者

（児） 

 

 

３ 運行車両（町所有車両） 

 

 
車両種別  福祉装備  

損害賠償措置（自動車保険） 

対人 対物 

１ 軽自動車 2台 
（車種：ダイハツ・アトレー ） 

リアシートリフト式 無制限 無制限 

 

 

４ 運行内容 

 

（１） 事業内容…医療機関、公共施設、その他の場所への送迎 

（２） 運行範囲…町内（概ね片道 30分以内） 

（３） 運行日…月曜～土曜日（日・祝日、12月 31日～1月 3日までを除く） 

（４） 運行時間…午前 8時～午後 6時 

資料 １ 



 

（５） 利用回数…１ヶ月あたり４枚を限度に利用券を発行 

（６） 利用方法…会員登録制 

（７） 利用者負担額…年会費（登録料） 1,000円 

利用者負担金    200円/回 

 

 

 

５ 運行実績（過去３年間） 

 

 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 備  考 

登録人数 291人 326人 364人  

運行回数（ａ） 2,109回 3,296回 4,163回  

利用者負担金（b） 

（歳入） 
2,775,400円 2,989,600円 3,272,400円 

年会費・利用者負担

金含む 

事
業
費
（歳
出
） 

業務委託料 4,251,871円 5,058,639円 5,552,121円 
受付事務、燃料費 

運行協力費等 

そ の 他 1,524,313円 1,194,888円 1,569,200円 修繕費、償還金等 

合計（c）  5,776,184円 6,253,527円 7,121,321円  

（ｃ）－（b）=（ｄ） 3,000,784円 3,263,927円 3,848,921円  

1回あたりの事業費

（d）/（a） 
1,423円 991円 925円 

※利用者負担金 

200円/回 

 

※ 資料３（タクシー運賃の「２分の１」早見表）参照 

※ 資料４（大阪府内タクシー運賃の概要）参照 

 

 

６ 現運行許可（自家用有償旅客運送登録） 

道路運送法第 79条の 3による登録 

（令和 2年 10月 1日から令和 5年 9月 30日） 

 

 

７ 自家用有償旅客運送登録の更新予定 

   

（１） 更新予定日   令和 5年 10月 1日（更新申請：令和 5年 9月） 

 

  （２） 事業内容     令和６年度利用分から、年会費を 1,000円から 2,000円に引き上げ、

運行協力員への協力費に充てたい（現状運行 1回につき協力費 500

円を支給） 

                 上記以外は現行通り 
 


